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問い合わせは　国民健康保険課　☎027―220―5715
後期高齢者人間ドックについては　

同課　☎027―898―6253

国民健康保険（国保）か後期高齢者医療に加入
している人で人間ドック受診を希望する人に、健
診費の一部を助成します。希望者は手続きをして
ください。
申し込み＝４月13日㈰～17日㈭、午前９時～午後
４時に国民健康保険被保険者証か後期高齢者医療
被保険者証を用意し、受付会場へ直接。先着順で
はありません
受付会場＝前橋保健センター、大胡・宮城・粕川・
富士見支所（各支所は平日のみ）
受診方法＝決定通知到着後、実施医療機関（下表
のとおり）に直接予約し、来年２月28日㈯までに
受診してください。
◦国保人間ドック
対象＝次の全てを満たす人。①来年３月31日㈫ま
でに30歳～75歳になり、75歳の誕生日前に受診で
きる②申請から受診のときまで継続して国保資格
がある③国保税完納世帯である④脳ドックは来年
３月31日㈫までに40・45・50・55・60・65・70歳
になる

定員＝〈日帰り〉1,050 人〈１泊２日〉400 人〈脳 
ドック〉150 人（各抽選）
自己負担額＝〈日帰り〉１万 4,400 円〈１泊２日〉
３万 7,000 円〈脳ドック〉２万 1,100 円
◦後期高齢者人間ドック
対象＝次のいずれかを満たす人。①４月１日現在、
後期高齢者医療に加入し保険料を完納している②
来年２月28日㈯までに75歳になり、誕生日以降に
受診できる
定員＝〈日帰り〉200 人〈１泊２日〉75 人（各抽選）
自己負担額＝〈日帰り〉１万 4,400 円〈１泊２日〉
４万 7,000 円

平成26年度人間ドック実施医療機関

医療機関 住所 日帰り １泊２日 脳ドック
新井胃腸科診療所 昭和町一丁目 ○

あらいクリニック 元総社町 ○

家崎医院内科胃腸内科 南町二丁目 ○

生方医院 表町二丁目 ○

江木町クリニック 江木町 ○

遠藤内科医院 野中町 ○

大塚外科胃腸科医院 大友町三丁目 ○

大塚内科医院 三俣町一丁目 ○

加藤外科内科医院 朝日町一丁目 ○

狩野外科医院 日吉町四丁目 ○

木村内科医院 箱田町 ○

清宮医院 紅雲町二丁目 ○

群馬県健康づくり財団 堀之下町 ○

群馬中央病院　 紅雲町一丁目 ○ ○

けやきクリニック 天川町 ○

県立心臓血管センター 亀泉町 ○ ○ ○

小板橋医院 上泉町 ○

木暮医院 清野町 ○

小林外科胃腸科医院 広瀬町二丁目 ○

済生会前橋病院　　 上新田町 ○ ○

山王医院 山王町二丁目 ○

下田内科医院 南町三丁目 ○

城西クリニック 上小出町一丁目 ○

上武呼吸器科内科病院 田口町 ○ ○

医療機関 住所 日帰り １泊２日 脳ドック
上毛大橋クリニック 川原町一丁目 ○

関内科医院 天川大島町一丁目 ○

善衆会病院 二之宮町 ○

総社町内科深沢医院 総社町三丁目 ○

高柳胃腸科外科 荻窪町 ○

武田クリニック 富士見町時沢 ○

田中医院 千代田町一丁目 ○

田部医院 六供町 ○

殿岡内科医院 天川原町二丁目 ○

内科皮フ科おない医院 樋越町 ○

萩原内科医院 荒子町 ○

平井外科医院 大友町二丁目 ○

星医院 西善町 ○

前橋北病院 下細井町 ○

前橋協立病院 朝倉町 ○ ○ ○

前橋赤十字病院 朝日町三丁目 ○ ○

八木医院 前箱田町 ○

山下医院 城東町四丁目 ○

老年病研究所附属病院 大友町三丁目 ○ ○ ○

若宮内科 日吉町四丁目 ○

日本健康管理協会※１ 伊勢崎市戸谷塚町 ○

北関東循環器病院※２ 渋川市北橘町下箱田 ○

※１同協会で人間ドックを受診したことがある大胡・粕川地区在住の人のみ。
※２同病院で人間ドックを受診したことがある富士見地区在住の人のみ。

国保総合健診（無料）
人間ドックを受診しない国保加入者を対象に、特

定健診と各種がん検診を１日で全て受けられる国保
総合健診を実施します。７月から来年１月の土日曜・
祝日に５回（各回２会場）行います。詳しくは健康
のしおりか本市ホームページをご覧ください。

４月６日㈰から 15 日㈫まで、春の全国交通安
全運動を実施します。一人一人の心掛けで交通事
故をなくしましょう。
■子どもと高齢者の交通事故防止

ことしに入ってから市内で発生した交通死亡事
故は、全て暗い時間帯に発生しており、特に60歳
以上の歩行者・自転車乗用者が被害に遭っています。

一方、新年度が始まるこの時季、児童の飛び出
しによる事故が増加する傾向にあります。

歩行者・自転車乗用者は、反射材などを着用し、
自分の存在をアピールしましょう。運転者は、急
な飛び出しや横断に注意し、思いやりのある運転
を心掛けましょう。
■自転車の安全利用の推進

自転車は車両なので、左側通行が原則です。ル
ールとマナーを守って、安全運転を心掛けてくだ
さい。また、自転車は乗り方次第で被害者にも加
害者にもなります。事故に備えて自転車保険に加

入することをお勧めします。
■全ての座席のシートベルトとチャイルドシート
の正しい着用の徹底

市内の小学生以下の子どもが交通事故でけがを
するのは、車の同乗中が約７割を占めます。チャ
イルドシートを正しく着用させ、子どもの身を守
ってください。
■飲酒運転の根絶

飲酒運転は重大交通事故に直結する極めて悪質・
危険な犯罪です。「飲酒運転をしない、させない」
を徹底しましょう。
■交差点での事故と追突事故の防止

事故の約６割は、交差点周辺で起きています。
一時停止や安全確認で事故防止に努めましょう。
また、追突事故に遭わないためには、早めの方向
指示器やブレーキランプの点灯、十分な車間距離
の確保が大切です。

問い合わせは　交通政策課　☎027―898―6263

浄化槽は、管理が適切に行われないと、機能が
発揮されず河川を汚してしまいます。そのため、
浄化槽の使用者（浄化槽管理者）には下記の項目
を実施することが法律で義務付けられています。
なお、公共下水道への切り替えなどにより、浄化
槽の使用をやめるときや管理者が変更になったと
きは、手続きが必要です。
〈保守点検〉年に４回程度、浄化槽が正常に働く
ように点検や装置の調整などを行ってください。
〈清掃〉年に１回以上、浄化槽内にたまった汚泥
の引き抜きや装置の洗浄を行ってください。
〈法定検査〉毎年１回、放流水質や維持管理状況
などが適正であるかどうか検査を行ってください。
■法定検査を受けていない人には通知が

２年以上法定検査を行っていない浄化槽管理者
には、本市から通知が届きます。浄化槽の規模が
50人槽以下の場合、保守点検を委託している業者 
に依頼して検査を受けられます。費用は5,120円。
必ず毎年受けてください。

問い合わせは　西部清掃事務所　☎027―253―1009
法定検査については
 県環境検査事業団　☎027―237―5111

問い合わせは　環境政策課　☎027―898―6292

住宅用太陽光発電システムや高効率給湯器の設
置費の一部を補助します。必ず着工前に補助内容
を確認してください。
■住宅用太陽光発電システム
対象＝自ら居住する住宅に新しく太陽光発電シス
テムを設置し、４月１日以降に電力受給を開始し
た人
補助金額＝１kW 当たり１万 5,000 円（上限４万
円）。市内業者に依頼して工事を行った場合は３
万円を上乗せ
■住宅用高効率給湯器
対象＝４月１日以降、自ら居住する住宅にLED 照
明機器と合わせて新しく高効率給湯器を設置した人
助成機種・金額＝〈太陽熱利用温水器（自然循環 
型）〉１万 5,000 円〈同（強制循環型）〉４万円 

〈燃料電池コージェネレーション（エネファーム）〉
４万円
申し込み＝以上の２つは５月１日㈭～来年３月
31日㈫に市役所環境政策課へ直接（各先着順、予
算額に達した時点で終了）

人間ドックの健診費を助成
国保・後期高齢者医療加入者が対象

ルール守って事故をなくそう
春の全国交通安全運動を実施

適切に管理しましょう 購入費用の一部を補助
浄化槽の使用 環境に優しい機器


